
水防活動や自治体支援のため追加導入
災害対策用機械（土のう造成機）説明会 R２.2.17

～福知山河川国道事務所～

福知山河川国道事務所では、管内他事務所より配置換えを行い、２台目の災害対策
用機械（土のう造成機）を導入しました。

土のう造成機は、出水期や台風時の備蓄材の確保、水防活動等に活用されるととも
に災害時に向けた自治体支援をおこなうものとしています。今回、自治体支援として幅
広くの市町へ活用してもらうことを目的とし由良川沿川の自治体を対象とした説明会を
実施しました。

【問い合わせ先】
国土交通省 福知山河川国道事務所 防災課

〒620-0875
福知山市堀今岡 2459-14 

TEL 0773-22-5104

【実技訓練 排水ポンプ設置】

○活動日時： ２／１７（月）１３：３０～１５：００
○場 所： 荒河排水機場

○参加人数： 福知山６人、綾部市５人、舞鶴市３人、宮津市１人 計15名

搬送機器

発電機を用いた搬送機器の活用により効率化

自走式で自ら移動を可
能とする。
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ぜひ活用を検討させて
ください。

懸念事項

故障や物損時の保険の
取り扱い、輸送方法


